令和　　　年　　月　　日 

山辺町ふるさと応援寄附記念品提供事業者登録申請書兼誓約書
　　 
山辺町長　殿
　事業者名　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　

山辺町ふるさと応援寄附記念品提供事業者登録のため、次の内容で申請します。また、別紙「山辺町ふるさと応援寄附記念品提供に関する誓約事項」に記載の事項についてすべて誓約します。

	事業者情報
	所在地：〒　　　　－　　
　　　　　
電話：
ＦＡＸ：
Ｅｍａｉｌ：
ホームページ：　□有　　□無
ＵＲＬ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	担当者情報
	※代表者名・事業者情報と異なる場合のみご記入ください。
(ﾌﾘｶﾞﾅ)
担当者名：
電話：
ＦＡＸ：
Ｅｍａｉｌ：

	書類・伝票等送付先
	※事業者情報と異なる場合のみご記入ください。
〒　　　　－　　


	希望する記念品掲載サイト
	☐全てのポータルサイト
※「さとふる」への記念品掲載については、事業者が株式会社さとふると協同で行います。
☐「さとふる」以外のポータルサイト
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


別紙

山辺町ふるさと応援寄附記念品提供に関する誓約事項

（1） 記念品の提供においては、地場産品基準（平成 31 年総務省告示第 179 号）及び食品表示法などの関係法令を遵守するとともに、遵守すべき事項が記載された書類を整備し、保存すること。

（2） 寄附者等の個人情報は、発注を受けた記念品の発送を行うこと以外の目的に使用しないこと。

（3） 記念品登録に係る書類は、記念品に関し適正な情報を記載すると共に、内容や発送スケジュール等に変更が生じる場合は、速やかに町または町の業務代行事業者へ報告を行い、指示に従うこと。また、町から証明書類を求められた場合、速やかに提出すること。

（4） 記念品の提供数量については、確実に提供できる数量を報告するとともに、厳格な在庫管理を行うこと。

（5） 過剰に受注する等、自らの過失により、寄附を受けた記念品を供給することができない場合は、町と協議の上、自らの責任において地場産品基準を満たす同等品を確保する等（確保に要するすべての費用負担も含む。）寄附者が不利益を被ることがないよう真摯に対応すること。

（6） 発送した記念品の品質に関するクレーム等が生じ、それが自らの責めによる場合には、記念品代金および再送に要する送料を含む一切の費用を自らの負担により、クレーム等のあった記念品の再送を行うこと。

（7） 食品の産地名（加工食品の場合は原料原産地名）は適正に表示しなければならない。なお、産地偽装など重大な違反があった場合は、町と協議の上必要な対応を行うこと。

（8） 町が記念品や作業現場の調査・確認を行う必要があると判断した場合、町の調査（実地調査を含む）に協力すること。

（9） 以上の事項に違反した際は、町が記念品の取扱いを停止し、違約金や損害賠償等を求める場合もあることに同意する。
